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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次 
第28期 

第１四半期累計期間 
第29期 

第１四半期累計期間 
第28期 

会計期間 
自 2017年９月１日 
至 2017年11月30日 

自 2018年９月１日 
至 2018年11月30日 

自 2017年９月１日 
至 2018年８月31日 

売上高 （千円） 4,168,834 4,443,697 20,330,900 

経常利益又は経常損失（△） （千円） △62,847 △22,265 494,245 

当期純利益又は四半期純損失（△） （千円） △58,690 △58,240 270,599 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － 

資本金 （千円） 325,397 325,397 325,397 

発行済株式総数 （株） 2,532,400 2,532,400 2,532,400 

純資産額 （千円） 2,017,252 2,239,383 2,343,167 

総資産額 （千円） 10,358,657 10,796,951 9,961,624 

１株当たり当期純利益又は 

四半期純損失（△） 
（円） △23.54 △23.53 108.64 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円） － － 103.72 

１株当たり配当額 （円） － － 23 

自己資本比率 （％） 18.8 19.9 22.7 

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につき

ましては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。 

 

２【事業の内容】

 当第１四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。 

 なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行っております。

 

(1)財政状態及び経営成績の状況 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績は好調に推移しているものの、米中貿易摩擦の激化による

世界経済への影響が懸念され、株式市場も下落基調に転じるなど、先行き不透明な状況が続いております。小売業界

におきましては、個人消費に高額品を中心とした持ち直しの動きがみられるものの、その回復は弱く、人材採用難の

長期化も大きな経営課題になっております。

 このような状況下、当社は、厳選した新規出店と既存店対策、新業態店 Le Bonheur Parfait の拡大、ＥＣ（ネッ

ト通販）事業における競合対策の強化等を当事業年度の重点課題として取り組んでおります。

 店舗展開といたしましては、11月に津南店を新規出店するとともに、既存店舗の活性化として、下妻店、長岡店の

２店舗の改装を実施いたしました。 

 営業施策につきましては、値ごろ感のある価格帯の商品拡充を継続し、売れ筋の高額ナショナルブランドの販売強

化にも努め、11月のブラックフライデーセールや時計フェア等の販促企画を実施いたしました。

 オリジナルブランドにつきましては、秋冬の新作リリースにあわせたファッション誌への掲載を行い、ラボグロウ

ンダイヤモンド商品の店頭での取扱いを開始するなどの施策を実施いたしました。

 ＥＣにつきましては、前年度に引き続き買い上げ率の向上へむけての施策を強化するとともに、10月よりアウトレ

ット商品の取扱いを開始いたしました。 

 従業員のモチベーションアップにつながる施策につきましては、前年度に引き続き、すべての準社員・正社員を対

象としたストックオプションを発行するとともに、店舗スタッフの表彰基準の拡大などを実施いたしました。

 

 商品部門別の売上の状況は以下のとおりです。 

・宝飾品は、店頭での各種販売キャンペーン強化に加え、人気商品の展開を引き続き強化したことにより、売上

高 712,989千円（前年同期比 2.4％増）となりました。

・時計は、人気の高額海外ブランドの販売キャンペーンを強化したことで、売上高 1,440,651千円（同 7.3％

増）となりました。 

・バッグ・小物は、人気の海外主力ブランドの販売フェアを強化したことに加え、新規ブランドの導入も図るな

どの施策により売上高 2,290,057千円（同 7.4％増）となりました。 

 

 2019年１月15日に開示いたしました「元従業員による不正行為に関する調査結果に関するお知らせ」のとおり、元

従業員により店舗の高額商品の着服が行われていたことが判明いたしました。被害の総額は54,570千円であり、同額

を当第１四半期会計期間において、店舗盗難損失として特別損失に計上しております。

 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

 ａ．財政状態の分析 

（流動資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、8,842,478千円となり、前事業年度末と比較して810,976千

円増加しております。これは主として、現金及び預金が767,830千円減少したものの、年末年始商戦に向けた商品

確保により商品が1,436,133千円増加したことが要因であります。

（固定資産） 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、1,954,473千円となり、前事業年度末と比較して24,350千

円増加しております。これは主として、建物が3,234千円減少、工具、器具及び備品が8,581千円減少したものの、

敷金及び保証金が7,308千円増加、投資その他の資産のその他が31,531千円増加したことが要因であります。
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（流動負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、4,612,055千円となり、前事業年度末と比較して870,163千

円増加しております。これは主として、支払手形及び買掛金が948,069千円増加したことが要因であります。

（固定負債） 

 当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、3,945,512千円となり、前事業年度末と比較して68,946千

円増加しております。これは主として、長期借入金が79,149千円増加したことが要因であります。

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、2,239,383千円となり、前事業年度末と比較して103,783千円

減少しております。これは主として、利益剰余金が115,146千円減少したことが要因であります。

 

 ｂ．経営成績の状況

 売上高は4,443,697千円となり、前年同期売上高4,168,834千円に対して 6.5％増となりました。営業損益は、営業

損失17,098千円となりましたが、前年度の新規店舗の期初からの稼働により、売上総利益が増加したことで、前年同

期営業損失56,963千円に対して39,865千円改善いたしました。同様に、経常損益は、経常損失22,265千円となりまし

たが、前年同期経常損失62,847千円に対して40,582千円改善いたしました。四半期純損益は、上記特別損失の計上も

あり四半期純損失58,240千円となりましたが、前年同期四半期純損失58,690千円に対して450千円改善いたしまし

た。

 

 なお、当社の業績は、クリスマス時期を中心とした年末年始商戦のウエイトが高くなっているため、四半期決算と

しては第２四半期の占める比重が高くなっております。 

 

(2） 経営方針・経営戦略等 

 当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。 

 

(3） 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

(4） 研究開発活動 

 該当事項はありません。 

 

３【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 6,400,000 

計 6,400,000 

 

②【発行済株式】

 

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（2018年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（2019年１月15日） 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 2,532,400 2,532,400 
東京証券取引所 
ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数は100株であり
ます。完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限定の
ない当社における標準とな
る株式であります。 

計 2,532,400 2,532,400 － － 

（注）「提出日現在発行数」欄には、2019年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

ａ． 2018年９月11日取締役会決議 Ａタイプ 

決議年月日 2018年９月11日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社使用人 186名 

新株予約権の数（個）（注）１ 1,116（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類（注）１ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 11,160（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ １株当たり 1 

新株予約権の行使期間（注）１ 2021年10月１日～2022年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注）１

発行価格    900.00

資本組入額   450.00 （注）３

新株予約権の行使の条件（注）１ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項（注）１
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締

役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 

（注）１．新株予約権証券の発行時（平成30年10月１日）における内容を記載しております。 

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は10株であります。 

 なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）または株式併

合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権の

うち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

 また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的

な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てる。 

- 4 -



３．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に

したがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額（ただし１円未満の端数は切り上げる。）とす

る。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。 

４．(1）新株予約権者は、当社の役員または従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合（死亡した場合を含

む。ただし、当社の取締役会が正当な事由があると認めた場合を除く。）、当該喪失した時点以降、その

保有する新株予約権を行使することができない。 

(2）新株予約権者が、権利行使時点で当社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定またはこれに準ずる事由がな

いこととする。 

(3）新株予約権者は、割当を受けた新株予約権の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行

使することはできない。 

(4）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 

(5）その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。

５．当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転（以

下「組織再編行為」という。）をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株

予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併によ

り設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割

により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会

社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条

件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。 

② 新株予約権の目的となる株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的となる株式の数 

組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨て

る。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

再編後の行使価額に上記③にしたがって決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を

乗じて得られる金額とする。なお、再編後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより

交付を受ける再編対象会社の株式１株あたり１円とする。 

⑤ 新株予約権の行使期間 

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効

力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる

期間の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使の条件 

上記（注）３に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の取得条項 

新株予約権者が、新株予約権を取得した後権利行使をする前に、上記（注）３の規定により本件新株予約

権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得す

ることができるものとする。

当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書並びに株式

移転計画書が当社株主総会で承認されたときは、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社

が無償で取得できるものとする。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額（ただし、1円未満の端数は切り上げる。）と

する。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。 

⑨ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。 
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ｂ． 2018年９月11日取締役会決議 Ｂタイプ 

決議年月日 2018年９月11日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社使用人 94名 

新株予約権の数（個）（注）１ 942（注）２ 

新株予約権の目的となる株式の種類（注）１ 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 9,420（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ １株当たり 1 

新株予約権の行使期間（注）１ 2023年10月１日～2024年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注）１

発行価格    872.00

資本組入額   436.00 （注）３

新株予約権の行使の条件（注）１ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項（注）１
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締

役会の承認を要するものとする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 

（注）１．「ａ． 2018年９月11日取締役会決議 Ａタイプ（注）１」に同じ。 

２．「ａ． 2018年９月11日取締役会決議 Ａタイプ（注）２」に同じ。 

３．「ａ． 2018年９月11日取締役会決議 Ａタイプ（注）３」に同じ。 

４．「ａ． 2018年９月11日取締役会決議 Ａタイプ（注）４」に同じ。 

５．「ａ． 2018年９月11日取締役会決議 Ａタイプ（注）５」に同じ。 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

2018年９月１日～ 

2018年11月30日 
－ 2,532,400 － 325,397 － 302,397 

 

(5) 【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

- 6 -



(6) 【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2018年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

 

①【発行済株式】

2018年８月31日現在 
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    58,200 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,473,700 24,737 
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元株式数
は100株であります。 

単元未満株式 普通株式       500 － １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 2,532,400 － － 

総株主の議決権 － 24,737 － 

 

②【自己株式等】

2018年８月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

株式会社ハピネス・アンド・ディ
東京都中央区銀座

一丁目16番1号
58,200 － 58,200 2.30 

計 － 58,200 － 58,200 2.30 

 

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2018年９月１日から2018年11月

30日まで）及び第１四半期累計期間（2018年９月１日から2018年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について、EY新

日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前事業年度 
(2018年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2018年11月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,377,998 1,610,167 

売掛金 1,001,145 1,072,007 

商品 4,463,750 5,899,884 

貯蔵品 111,695 113,444 

その他 76,912 146,974 

流動資産合計 8,031,502 8,842,478 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 772,787 769,553 

構築物（純額） 15 14 

工具、器具及び備品（純額） 298,286 289,705 

リース資産（純額） 1,410 705 

有形固定資産合計 1,072,499 1,059,978 

無形固定資産    

ソフトウエア 24,391 22,424 

無形固定資産合計 24,391 22,424 

投資その他の資産    

敷金及び保証金 612,050 619,358 

その他 221,180 252,711 

投資その他の資産合計 833,231 872,070 

固定資産合計 1,930,122 1,954,473 

資産合計 9,961,624 10,796,951 
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    （単位：千円） 

  前事業年度 
(2018年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2018年11月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 901,802 1,849,872 

電子記録債務 342,615 379,234 

1年内返済予定の長期借入金 1,735,408 1,692,260 

未払法人税等 94,454 14,451 

賞与引当金 88,870 134,600 

ポイント引当金 6,672 5,881 

資産除去債務 791 792 

その他 571,276 534,962 

流動負債合計 3,741,892 4,612,055 

固定負債    

長期借入金 3,204,216 3,283,365 

資産除去債務 205,981 208,465 

長期未払金 466,368 453,681 

固定負債合計 3,876,565 3,945,512 

負債合計 7,618,457 8,557,568 

純資産の部    

株主資本    

資本金 325,397 325,397 

資本剰余金 312,747 312,747 

利益剰余金 1,681,596 1,566,450 

自己株式 △55,775 △55,776 

株主資本合計 2,263,965 2,148,818 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 △2,628 712 

評価・換算差額等合計 △2,628 712 

新株予約権 81,830 89,852 

純資産合計 2,343,167 2,239,383 

負債純資産合計 9,961,624 10,796,951 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

    （単位：千円） 

 
 前第１四半期累計期間 
(自 2017年９月１日 
 至 2017年11月30日) 

 当第１四半期累計期間 
(自 2018年９月１日 

 至 2018年11月30日) 

売上高 ※１ 4,168,834 ※１ 4,443,697 

売上原価 3,198,079 3,426,493 

売上総利益 970,755 1,017,203 

販売費及び一般管理費 1,027,718 1,034,302 

営業損失（△） △56,963 △17,098 

営業外収益    

受取利息 77 34 

受取配当金 392 504 

受取保険金 689 185 

その他 512 733 

営業外収益合計 1,671 1,459 

営業外費用    

支払利息 6,940 6,466 

その他 615 160 

営業外費用合計 7,555 6,626 

経常損失（△） △62,847 △22,265 

特別損失    

固定資産廃棄損 6,600 107 

店舗盗難損失 － ※２ 54,570 

特別損失合計 6,600 54,677 

税引前四半期純損失（△） △69,447 △76,943 

法人税、住民税及び事業税 4,965 5,228 

法人税等調整額 △15,721 △23,930 

法人税等合計 △10,756 △18,702 

四半期純損失（△） △58,690 △58,240 
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【注記事項】

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期会計

期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。 

 

（四半期損益計算書関係）

※１ 売上高の季節的変動 

 当社の業績は、クリスマス時期を中心とした年末年始商戦のウエイトが高くなっているため、四半期決算として

は第２四半期の占める比重が高くなっております。 

 

※２ 店舗盗難損失の内容 

 従業員の商品の着服により生じた損失であります。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費も含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間 
（自 2017年９月１日 
至 2017年11月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 2018年９月１日 
至 2018年11月30日） 

減価償却費 49,249千円 51,203千円 

 

（株主資本等関係）

前第１四半期累計期間（自 2017年９月１日 至 2017年11月30日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2017年11月29日 

定時株主総会 
普通株式 37,386 15 2017年８月31日 2017年11月30日 利益剰余金 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期累計期間（自 2018年９月１日 至 2018年11月30日） 

１．配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2018年11月29日 

定時株主総会 
普通株式 56,905 23 2018年８月31日 2018年11月30日 利益剰余金 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの 

 該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 当社はインポートブランドを中心とした宝飾品、時計及びバッグ・小物等の小売業という単一セグメントである

ため記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前第１四半期累計期間 

（自 2017年９月１日 
至 2017年11月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 2018年９月１日 
至 2018年11月30日） 

１株当たり四半期純損失 23円54銭 23円53銭 

（算定上の基礎）    

四半期純損失（千円） 58,690 58,240 

普通株主に帰属しない金額 － － 

普通株式に係る四半期純損失（千円） 58,690 58,240 

普通株式の期中平均株式数（株） 2,492,400 2,474,152 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であ

るため記載しておりません。 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

２【その他】

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

２０１９年１月１５日

株式会社ハピネス・アンド・ディ 

取   締   役   会   御中 

 

EY新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 善  方  正  義  ㊞ 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 藤  原  由  佳  ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハピ

ネス・アンド・ディの２０１８年９月１日から２０１９年８月３１日までの第２９期事業年度の第１四半期会計期間

（２０１８年９月１日から２０１８年１１月３０日まで）及び第１四半期累計期間（２０１８年９月１日から２０１８年

１１月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハピネス・アンド・ディの２０１８年１１月３０日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点に

おいて認められなかった。

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】

 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年１月15日

【会社名】 株式会社ハピネス・アンド・ディ

【英訳名】 Happiness and D Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  田 泰夫

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座一丁目16番１号 東貨ビル４階

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長 田泰夫は、当社の第29期第１四半期（自2018年９月１日 至2018年11月30日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

 

２【特記事項】

 確認に当たり、特記すべき事項はありません。

 


